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１．業務概要 

「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務によりシステムに登録した以下の手続き（以下、輸入申告等とい

う。）に係る情報を呼び出す。 

申告等 

種別 
手続き名 備考 

Ｃ 輸入申告（申告納税） 輸入許可前貨物引取（以下、「ＢＰ」という。）承認申請に係る情

報を含む。 

Ｆ 輸入申告（賦課課税）  

Ｙ 輸入申告（少額関税無税） ＢＰ承認申請に係る情報を含む。 

Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳのみ入力可能。 

Ｈ 輸入（引取）申告  

Ｎ 特例委託輸入（引取）申告 以下、輸入（引取）申告に含む。 

Ｊ 輸入（引取・特例）申告  

Ｐ 特例委託輸入（引取・特例）

申告 

以下、輸入（引取・特例）申告に含む。 

Ｔ 特例申告 「輸入申告変更事項呼出し（ＩＤＤ）」業務のみ入力可能。 

Ｖ 特例委託特例申告 「輸入申告変更事項呼出し（ＩＤＤ）」業務のみ入力可能。 

以下、特例申告に含む。 

Ｓ 蔵入承認申請  

Ｍ 移入承認申請  

Ａ 総保入承認申請  

Ｇ 展示等申告  

Ｋ 蔵出輸入申告（申告納税） ＢＰ承認申請に係る情報を含む。 

Ｄ 蔵出輸入申告（賦課課税）  

Ｕ 移出輸入申告（申告納税） 製造または加工されない外貨原料品に係る申告を本業務で対象とす

る。ＢＰ承認申請に係る情報を含む。 

Ｌ 移出輸入申告（賦課課税） 製造または加工されない外貨原料品に係る申告を本業務で対象とす

る。 

Ｂ 総保出輸入申告（申告納税） 製造または加工されない外貨原料品に係る申告を本業務で対象とす

る。ＢＰ承認申請に係る情報を含む。 

Ｅ 総保出輸入申告（賦課課税） 製造または加工されない外貨原料品に係る申告を本業務で対象とす

る。 

ＩＤＡ業務に先立ち、システムに登録されている貨物情報及びインボイス・パッキングリスト情報（仕

分情報あり）のうち、ＩＤＡ業務に利用しうる情報を呼び出すこともできる。 

他法令手続が先行して行われ、共通管理番号を取得済みの場合には、共通管理番号によりシステムに登

録されている情報を呼び出すこともできる。 

「当初輸入申告情報呼出し（蔵出輸入申告等）（ＤＬＩ０１）」業務により払い出された申告等番号を

入力することにより、当初申告情報呼出し処理の終了後に当初申告情報を呼び出すこともできる。 

 

２．入力者 

通関業 

 

３．制限事項 

貨物の総重量が１０００トン未満であること（Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳのみ）。 
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４．入力条件 

（１）入力者チェック 

①システムに登録されている利用者であること。 

②申告等番号の入力があった場合は、輸入申告ＤＢに登録されている事項登録を行った入力者また

は申告等予定者と同一であること。 

③電子インボイス受付番号の入力があった場合は、インボイス・パッキングリストＤＢに登録され

ている通関業者と同一であること。 

（２）入力項目チェック 

（Ａ）単項目チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。 

（Ｂ）項目間関連チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。 

（３）輸入申告ＤＢチェック 

申告等番号の入力があった場合は、以下のチェックを行う。 

①申告等番号が輸入申告ＤＢに存在すること。 

②輸入申告等（ＢＰ承認申請を含む。）がされていないこと。 

③予備申告がされていないこと。 

（４）貨物情報ＤＢチェック 

Ｂ／Ｌ番号の入力があった場合は、以下のチェックを行う。 

なお、一括申告する場合は、入力されたＢ／Ｌ番号の仕分けの子でチェックを行う。 

（Ａ）Ｂ／Ｌ番号が貨物情報ＤＢに存在すること。 

（Ｂ）輸入貨物であること。 

（Ｃ）輸入申告等がされていないこと。 

（Ｄ）仕分けの親となっていないこと。 

（Ｅ）混載仕分けの親となっていないこと。 

（Ｆ）訂正保留中となっていないこと。 

（Ｇ）一括申告する場合は、仕分けの子が５Ｂ／Ｌ以下であること。 

（Ｈ）以下の登録が行われていないこと 

①「廃棄届受理」 

②「亡失届受理」 

③「滅却承認」 

④「現場収容」 

⑤「税関内収容」 

⑥「その他の搬出承認」 

（Ｉ）貨物手作業移行されていないこと。 

（Ｊ）削除対象となっていないこと。 

（５）インボイス・パッキングリストＤＢチェック 

電子インボイス受付番号の入力があった場合は、以下のチェックを行う。 

①電子インボイス受付番号が、インボイス・パッキングリストＤＢに存在すること。 

②輸入インボイスであること。 

③統合後欄数が５０欄以下であること。 

④他の輸入申告等（予備申告を除く。）で使用されていないこと。 

⑤｢インボイス・パッキングリスト仕分情報登録（ＩＶＢ）｣業務がされていること。 
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（６）共通管理番号チェック 

共通管理番号の入力があった場合は、以下のチェックを行う。 

（Ａ）共通管理番号が取得済みであること。 

（Ｂ）共通管理番号が取消しされていないこと。 

 

５．処理内容 

（１）入力チェック処理 

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合に処理結果コード「０００００－００００

－００００」を設定の上、以降の処理を行う。 

合致しなかった場合はエラーとし、「０００００－００００－００００」以外の処理結果コードを

設定の上、処理結果通知出力処理を行う｡（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。） 

（２）輸入申告事項登録情報編集出力処理 

入力された各種番号に対応するＤＢより、輸入申告事項登録情報の編集及び出力を行う。出力項目

及び複数のＤＢより出力する場合の優先順位については「出力項目表」を参照。 

 

６．出力情報 

情報名 出力条件 出力先 

処理結果通知 なし 入力者 

輸入申告事項登録情報等＊１ （１）「申告等種別コード」欄に「Ｃ」または｢Ｆ｣

の入力がある場合は、輸入申告事項登録情

報として出力 

（２）「申告等種別コード」欄に「Ｈ｣または「Ｎ」

の入力がある場合は、輸入（引取）申告事

項登録情報として出力 

（３）「申告等種別コード」欄に「Ｊ｣または「Ｐ」

の入力がある場合は、輸入（引取・特例）

申告事項登録情報として出力 

（４）「申告等種別コード」欄に「Ｓ」、「Ｍ」、「Ａ」

または｢Ｇ｣の入力がある場合は、蔵入等承

認申請事項登録情報として出力 

（５）「申告等種別コード」欄に「Ｋ」、「Ｄ」、

「Ｕ」、「Ｌ」、「Ｂ」または「Ｅ」の入力が

ある場合は、蔵出等輸入申告事項登録情報

として出力 

入力者 

（＊１）「申告等種別コード」欄に入力がない場合は、輸入申告ＤＢに登録されている申告等種別が出力

条件となる。 

 



5003-01-4 

＜2009.01 修正＞ 

７．特記事項 

（１）各番号の入力パターン 

本業務において入力可能なパターンは以下のとおり。 

○：入力可能 

項

番 

申告等番号 Ｂ／Ｌ番号／ＡＷ

Ｂ番号 

電子インボイス受

付番号 

共通管理番号 

１ ○    

２  ○   

３   ○  

４    ○ 

５ ○ ○   

６  ○ ○  

 （２）申告等種別コードの入力パターン 

輸入申告ＤＢに登録されている申告等種別コードから、変更可能な申告等種別コードは以下のとお

り。 

○：変更可能 ×：変更不可 

   入力 

輸入申告ＤＢ 

Ｃ、Ｆ、Ｙ、Ｓ、Ｍ、Ａ、Ｇ、

Ｋ、Ｄ、Ｕ、Ｌ、Ｂ、Ｅ 
Ｈ、Ｎ、Ｊ、Ｐ 

Ｃ、Ｆ、Ｙ、Ｓ、Ｍ、Ａ、Ｇ、

Ｋ、Ｄ、Ｕ、Ｌ、Ｂ、Ｅ 
○ × 

Ｈ、Ｎ、Ｊ、Ｐ × ○ 

 


